


 【財務諸表の作成のための基本となる重要な事項】 

 １．貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計⽅針、その注記及び附属明細書の会 
 計処理は⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準、表⽰及び開⽰は会社計算規則に準拠する。 
 上記の財務諸表等は、株式会社アルクエデュケーションの株主に提出するために作成されている。 

 【注記事項】 

 （重要な会計⽅針） 
 １.  たな卸資産の評価基準及び評価⽅法 

 通常の販売⽬的で保有するたな卸資産 
 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの⽅法）によっております。 
 (1) 貯蔵品  最終仕⼊原価法 

 ２.  固定資産の減価償却の⽅法 
 (1)  有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採⽤しております。ただし、1998年４⽉以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並 
 びに2016年４⽉１⽇以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。 
 なお、主な耐⽤年数は次のとおりであります。 

 ⼯具、器具及び備品  3年 
 また、2007年３⽉31⽇以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年か 
 ら５年間で均等償却する⽅法によっております。 

 (2)  無形固定資産（リース資産を除く） 
 無形固定資産（ソフトウエアを除く）については定額法を採⽤しております。 
 なお、ソフトウェアの減価償却⽅法は次のとおりです。 
 ・市場販売⽬的のソフトウェア 
 ⾒込販売期間（５年以内）に基づく定額法によっております。 
 ・⾃社利⽤⽬的のソフトウェア 
 ⾒込利⽤可能期間（５年以内）に基づく定額法によっております。 

 ３.  引当⾦の計上基準 
 (1)  退職給付引当⾦ 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職⾦給付債務に基づき計上しております 
 (2)  その他引当⾦ 

 給与規程改定による⼀時⾦の⽀払に備えるため、当期に負担すべき⽀給⾒込額を計上しております。 

 ４.  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
 (1)  消費税等の会計処理 

 消費税および地⽅消費税の会計処理は、税抜⽅式を採⽤しております。 

 ５.  会計⽅針の変更に関する注記 
 該当事項はありません 

 （株主資本等変動計算書関係） 
 当事業年度末⽇における発⾏済株式の種類及び数 

 １．発⾏済株式の種類及び株式の総数に関する事項 
 株式の種類   当事業年度期⾸  増加  減少  当事業年度末 
 普通株式(株)  200  ―  ―  200 

 ２．⾃⼰株式の種類及び総数に関する事項 
 該当事項はありません。 

 ３．新株予約権に関する事項 
 該当事項はありません。 


